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令和８年度 市⺠参加推進調査シート 新規 ・ 継続

8 年 9 月 10 年 3 月 （ 1 年 7 か月間）

審議会等 審議会等
パブリックコメント パブリックコメント
市⺠説明会 市⺠説明会
ワークショップ ワークショップ

アンケート ） その他（ ）

２ 市⺠参加⽅法の予定と実績
（１）審議会等

〜 〜

13 人 ： 7 人 人 ： 人

回 回

無 無

様式１-１
作成日： R8.2.5

Ｎｏ． 3 対象事項 第4次安城市食料・農業・交流基本計画の策定

課名 農務課 対象区分 （２）計画の策定・変更

市⺠参加の
手法

予 定（R8,R9） 実 績（R8,R9）

その他（

（効果があった点等）
市⺠参加の⼿法を３つ組み合わせ、市⺠の多様
な意見が反映されるよう努める。

１ 概要
対象事項の

概要
安城市農業基本条例第11条に基づき、第4次安城市食料・農業・交流基本計画を策定する。

ガイドライン
の遵守

予 定（R8,R9） 実 績（R8,R9）
「市⺠参加を推進するためのガイドライ
ン」(４〜10⾴)のチェック項目を確認した

「市⺠参加を推進するためのガイドライン」(４
〜10⾴)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間 令和 〜令和

予 定（R8,R9） 実 績（R8,R9）
委員任期 R7.4.1 R11.3.31 委員任期

備考

審議会等の名称 安城市農業振興協議会 設置根拠 法律・条例

開催日
R8：11月
R9：7、9、11、3月

開催日

回数 5 回数

委員構成内訳
農業団体の代表者5人、農業者2人、事業
者3人、公募市⺠2人、学識経験者7人、関
係行政機関の職員1人

委員構成内訳

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容 アンケートについて、策定体制及びスケ
ジュールについて、計画案について

内容

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開
委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開
計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

備考 備考

周知⽅法 市公式ウェブサイト 周知⽅法
活用⽅法 計画策定のための基礎資料 意見の反映
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（２）パブリックコメント

10 年 1 月頃 〜
日間 日間

件 件 人

10 年 3 月頃 〜

（５）その他（アンケート）

9 年 2 月頃 〜
部 部

郵送 部
Web 部

9 年 3 月頃 〜

予 定（R9） 実 績（R9）
意見募集期間 令和 意見募集期間

日数 30 日数

周知⽅法
（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ
ト、市公式LINE
市⺠交流センター、中央及び地区公⺠
館（11か所）、図書情報館（アン
フォーレ内）、アグリライフ支援セン
ター、農務課窓口

周知⽅法
（設置場所）

想定件数 3 （前回0件） 提出件数

備考 備考

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市⺠
の目に触れるようにする

意見の反映

結果公表時期 令和 結果公表時期

調査対象

①市内在住の20歳以上の市⺠
②認定農業者
③耕作者
④小学生
⑤中学生
⑥高校生

調査対象

抽出⽅法

①無作為抽出
②市所有名簿内の認定農業者
③耕作面積1,000㎡以上の耕作者から無作
為抽出
④市内5小学校5年生
⑤市内8中学校2年生
⑥市内2高等学校2年生

抽出⽅法

予 定（R8） 実 績（R8）

調査⽅法 調査票郵送配布、郵送・web回収 調査⽅法
調査時期 令和 調査時期

回収数 （回収率 ％）

配布予定数 6,300 配布数

回収見込数 4,095 部 （回収率 65 ％）

３ 実施期間以外での市⺠参加の実績について

備考 備考

結果公表時期 令和 結果公表時期
活用⽅法 安城市の現状及び課題把握 意見の反映

＜R6年度実績＞
第3次安城市食料・農業・交流基本計画の進捗確認として、食育に関するeモニター
アンケートを実施
結果URL：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/emonitor/r6result.html
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令和８年度 市⺠参加推進調査シート（対象事項の概要）  様式１-２

R8：

R9：

・

・

＜第3次安城市食料・農業・交流基本計画＞

項目Ⅰ 食料の安全性の確保など
項目Ⅱ 地産地消の推進
項目Ⅲ 食育の推進

項目Ⅰ 担い手の育成及び確保
項目Ⅱ 農地の確保など
項目Ⅲ 生産の振興

協議会④協議会② 協議会③

協議会①

Ｎｏ． 3 対象事項 第4次安城市食料・農業・交流基本計画の策定

課名 農務課 対象市⺠ 安城市在住者

《現行計画の掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joreikeikaku/syokuryo/index.html》

■策定（制定）の根拠（背景）

《現行計画の掲載ページID：1614》

【事業概要及びスケジュール】

■計画（条例）の概要

農業が支える安全で安心な暮らしづくりを総合的かつ計画的に推進するための計画

意見を反映できる余地 余地がある・ある程度余地がある・あまり余地がない
予算額

千円

上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。 千円

3,500

4,500

安城市農業基本条例第11条

■計画期間

令和10年度〜令和15年度（5か年）

■策定期間における市⺠参加のスケジュール

3月1月 2月

市⻑は、施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念にのっとり、食料・農業・交流基本計
画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。

R8年度
9月 10月 11月 12月

3月

アンケート

R9年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

■補足説明・現行計画の概要
 第4次基本計画では、第3次基本計画までの方向性を引き継ぐが、取組内容の評価・検証結果や、
国の動きや課題などを踏まえ、実効性を高めるための新たな施策等を盛り込む予定

計画の目指す姿「日本デンマークの継承と新時代を拓く安城農業の実現」
基本方針① 農業の恵みを享受し農業を支える市⺠生活の実現

基本方針② 活力ある農業経営基盤の構築と持続可能な農業の推進

協議会⑤パブリック
コメント
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項目Ⅳ 環境保全型農業の推進
項目Ⅴ 農業経営の安定
項目Ⅵ 農村の総合的な振興
項目Ⅶ 農業団体などへの支援

項目Ⅰ 交流の推進
項目Ⅱ 広域的な交流

基本方針③ 農業を核とした交流促進と農業資源を活用した安城農業の活性化
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